
様式第１号（第６条関係）  年  月  日 

（宛先）南相馬市長 

交通・運輸事業者緊急支援金交付申請書兼請求書 
１.申請する交付対象者 

所在地 

（個人事業主は住所） 

※本社又は営業所 

〒 975-9999  

南相馬市原町区○○－○○ 

事業者名 

（個人事業主は氏名） 

フリガナ ミナミソウマシウンソウ（カ 

南相馬市運送株式会社 

代表者名 
フリガナ ダイヒョウトリシマリヤク ミナミソウマ タロウ 

代表取締役 南相馬 太郎                   印 

業種 
※該当するものひとつにレ 

  高速バス   貸切バス   タクシー   トラック運送   自動車運転代行業 

連絡先 電話番号 0244－○○－○○○○ 担当者名 経理部 南相馬 花子 

Ｅ－ｍａｉｌ keiri＠mina-un.co.jp 

２.誓約事項 
  南相馬市交通・運輸事業者緊急支援金交付要綱（以下「要綱」という。）に基づく、「南相馬
市交通・運輸事業者緊急支援金」の申請に関して、次のとおり誓約します。 

  要件を満たす項目にチェックレを入れてください。 
  全ての要件を満たさない（チェックが無い項目がある）場合は、緊急支援金を交付できません。 

 (1) 

要綱第３条及び第４条の要件を全て満たしています。 
① 令和８年１月１日時点で、市内に本社又は営業所（個人事業主にあっては住所）を有し、また
営業実績があり、今後も事業継続の意思があること。 

②南相馬市暴力団排除条例(平成２４年条例第２３号)第２条第３号に規定する暴力団員等及び暴力
団員等と関係を有する者ではないこと。 

 (2) 
南相馬市補助金等の交付等に関する規則（平成１８年規則第３８号。以下「規則」という。）第１６
条の規定による交付決定の取消を受けた場合は、規則第１７条の規定に基づき速やかに当該支援金を
返還することに同意します。 

 (3) 福島運輸支局等に許可等に係る情報を照会することに同意します。 

 (4) 
南相馬市補助金交付要綱第１７条に基づき書類の提出を求められた場合は、速やかにこれに応じま
す。  

３.申請車両台数 ４.申請額 

6 台  90,000 円 
 
【参考】 
（１）高速バス        車両１台＝100,000円 
（２）貸切バス        車両１台＝ 50,000円 
（３）乗用タクシー・ハイヤー 車両１台＝ 25,000円 

 
（４）トラック運送   車両１台＝15,000円 
（５）自動車運転代行業 車両１台＝ 7,500円 

５.振込先口座 

金融機関名 
名称 七十七銀行 本支店名 原町支店 

金融機関
コード      店番     

口座種別（○を記入） 普通・当座 口座番号 9 9 9 9 9 9 9 ※左詰で記載してください 

口座名義人（カナ） ミナミソウマシウンソウ（カ ※カタカナで記載してください 

６.添付書類（下記の書類は必ず添付してください。） 
①申請車両一覧表（様式第２号） 

②本緊急支援金交付要綱第３条に掲げる事業を営んでいることを証明する書類の写し 

③申請する車両の車検証記録事項（使用の本拠が記載された書類）の写し 

※代替車両の場合は、廃止車両の届出及び新規車両の届出の写し等その旨証明する書類を添付すること 

④市内に本社又は営業所（個人事業主にあっては住所）を有していることを証明する書類 

 ※車検証記録事項の写しで上記１.記載の所在地等が確認できない場合のみ添付 

⑤損害賠償責任保険契約等の締結を証明する書類(運転代行保険及び随伴車両の任意保険の写し） 

 ※自動車運転代行業のみ添付 

⑥上記５.記載の振込先口座を確認できる通帳等の写し 

記 入 例 

記入不要 

代表者印 

チェック項目 

□ 右上の申請日は空欄になっていますか？ 

□ 代表者名欄には代表者の役職は書いてありますか？ 

□ 「2．誓約事項」の4項目に☑が入っていますか？ 

□ 「3．申請車両台数」は申請車両一覧表と合っていますか？ 

□ 「4．申請額」は申請車両台数×単価になっていますか？ 

□ 「5．振込先口座」に記載した内容と通帳の写しは合致していますか？ 

□ 「6．添付書類」は漏れなく用意されていますか？ 

書類作成上で判断に迷うことがありましたら、お電話又は電子メールでお問い合わせください。 

・電話：0244-24-5335 

・電子メール：syokorosei@city.minamisoma.lg.jp 

ㇾ 

mailto:syokorosei@city.minamisoma.lg.jp

